
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

八

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
八
号

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
国
家
公
務
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
国
家
公
務
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

予
算
や
権
限
を
背
景
と
し
た
押
し
付
け
的
な
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
は
、
一
回
目
の
あ
っ
せ
ん
で
あ
る
か
二
回
目

以
降
の
あ
っ
せ
ん
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
の
厳
し
い
批
判
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

「
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
（
平
成
十
九
年
十
二
月
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
の
制

度
設
計
に
関
す
る
懇
談
会
）
別
添
の
�
に
お
い
て
「
各
府
省
は
、
既
に
退
職
し
た
公
務
員
に
対
し
�
回
目
以
降
の
再
就
職
あ

っ
せ
ん
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
て
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令

（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
お
い
て
、
二
回
目
以
降
の
あ
っ
せ
ん
を
原
則
禁
止
と
す
る
厳
し
い
取
扱
い
と
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改

正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
四
の
規
定
は
、
再
就

一



職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
権
限
を
行
使
で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
、
現
時
点
で
は
法
第
百
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
委
員
会
の
委
員
長

等
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
当
該
前
提
が
成
り
立
た
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
政
令
は
、
こ
の
よ

う
な
状
況
の
下
で
は
法
第
十
八
条
の
四
の
規
定
は
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
制
定
し
た
も
の
で
あ

り
、
同
条
の
規
定
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

法
律
の
委
任
に
基
づ
く
経
過
措
置
と
し
て
、
政
令
に
お
い
て
、
法
律
の
施
行
後
の
一
定
の
期
間
を
対
象
と
し
て
法
律
で
規

定
さ
れ
た
措
置
に
対
す
る
暫
定
的
な
例
外
措
置
を
定
め
た
例
は
多
数
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
に

規
定
す
る
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
法
律
の
施
行
後
の
一
定
の
期
間
を

対
象
と
し
た
経
過
措
置
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
に
つ
い
て

各
府
省
が
国
家
公
務
員
退
職
者
の
再
就
職
に
関
し
外
部
か
ら
の
照
会
に
応
じ
て
当
該
国
家
公
務
員
退
職
者
の
経
歴
等
に
関

す
る
一
般
的
な
情
報
提
供
を
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五

三
六
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
に
つ
い
て
に
お
い
て
、
職
務
専
念
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考

二



え
て
い
な
い
旨
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
改
正
法
が
施
行
さ
れ
、
離
職
後
の
就
職
に
関
す
る
規
制
と
し
て
、
各
府

省
に
よ
る
退
職
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
規
制
を
遵
守
し

て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
職
員
が
企
業
、
団
体
等
に
国
家
公
務
員
退
職
者
の
再
就
職
の
受
入
れ
を
要
請
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁

書
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、
改
め
て
調
査
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

現
在
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
状
況
の
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
適
正
な
退
職
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、

委
員
会
が
権
限
を
行
使
し
得
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
の
や
む
を
得
ざ
る
措
置
と
し
て
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
委
員
会
の
委
員
長
等
に
つ
い
て
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
任
命
が
で
き
ず
、
委
員

会
が
権
限
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
状
況
は
早
急
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
お
り
、
委
員
会
に
よ
る
権
限

の
行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
委
員
会
の
委
員
長
等
の
任
命
に
つ
き
、
関
係
機
関
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

三



平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
年
末
ま
で
の
間
に
、
各
府
省
が
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
一
回
目
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
に
つ

い
て
、
現
時
点
で
確
認
さ
れ
た
も
の
の
月
別
の
件
数
及
び
内
容
は
、
平
成
十
八
年
一
月
に
お
い
て
は
、
法
務
省
が
九
件
（
す

べ
て
の
再
就
職
先
（
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
一
回
目
の
再
就
職
先
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
公
益
法
人
）
、
農
林
水
産

省
が
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一

件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
（
非
営
利
法
人
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
等
及
び
公
益
法
人
を
除
い
た
も
の
並
び
に
法
人
格
の

な
い
任
意
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
件
）
、
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
国
土
交
通
省

が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
で
あ
り
、
同
年
二
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再

就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
法
務
省
が
二
十
四
件
（
す
べ

て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立

行
政
法
人
等
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
及
び
国
土
交

通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
三
月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
九
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行

政
法
人
等
が
四
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
人
事
院
が
一
件
（
再
就

職
先
は
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
防
衛
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
金
融

四



庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
法
務
省
が
六
十
七
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
六
十
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法

人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
就

職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
及
び
経
済
産
業
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
で
あ

り
、
同
年
四
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
八
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他
非

営
利
法
人
等
が
二
件
）
、
内
閣
府
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
三
件
）
、
宮
内
庁
が
二

件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
、
公
正
取
引
委
員
会
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非

営
利
法
人
等
）
、
警
察
庁
が
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
総
務
省
が
十
七
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法

人
等
が
五
件
、
公
益
法
人
が
十
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
法
務
省
が
四
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他

非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
財
務
省
が
六
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法

人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
文
部
科
学
省
が
十
七
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法

人
等
が
五
件
、
公
益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
八
件
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法

人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
二
十
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
十
七
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
五
件
、
営
利
法
人
が

一
件
）
、
経
済
産
業
省
が
十
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
十
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）

五



及
び
国
土
交
通
省
が
百
四
十
六
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
九
件
、
公
益
法
人
が
八
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法

人
等
が
十
八
件
、
営
利
法
人
が
三
十
八
件
）
で
あ
り
、
同
年
五
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人

）
、
警
察
庁
が
二
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
防
衛
庁
が
十
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人

が
一
件
、
営
利
法
人
が
九
件
）
、
法
務
省
が
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は

そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
十
一
件
（
再

就
職
先
は
公
益
法
人
が
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
経
済
産
業
省
が
三
件
（
再
就
職
先

は
公
益
法
人
が
二
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
十
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
八
件
、
そ
の
他
非
営

利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
四
件
）
で
あ
り
、
同
年
六
月
に
お
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就

職
先
が
公
益
法
人
）
、
防
衛
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
金
融
庁
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が

一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
財
務
省
が
六
件
（
再
就
職
先
は

独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
、
農
林
水
産
省
が
十
件
（
再
就
職
先
は

公
益
法
人
が
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
四
件
）
、
経
済
産
業
省
が
十
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立

行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
八
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
十
六
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法

六



人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
で
あ
り
、
同
年
七
月
に
お
い

て
は
、
防
衛
庁
が
二
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
金
融
庁
が
一
件
（
再
就
職

先
は
公
益
法
人
）
、
総
務
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
財
務

省
が
三
十
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
五
件
、
公
益
法
人
が
十
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
七
件
、
営
利
法

人
が
十
件
）
、
文
部
科
学
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
二
十
一
件
（
再
就
職

先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
十
件
）
、
経
済
産
業
省
が
二
十
八
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人

等
が
三
件
、
公
益
法
人
が
十
九
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
四
十
九
件

（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
四
十
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件

）
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
防
衛
庁
が
十
七
件
（
再
就
職
先
は
公

益
法
人
が
四
件
、
営
利
法
人
が
十
三
件
）
、
総
務
省
が
十
九
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
十

七
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
五
十
八
件
（
再
就
職

先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
六
件
、
公
益
法
人
が
十
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
九
件
、
営
利
法
人
が
三
十
三
件
）
、
文
部

科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
十
九
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他

七



非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
十
三
件
）
、
経
済
産
業
省
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益

法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
二
十
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立

行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
十
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
五
件
）
で
あ
り
、
同
年
九
月

に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
警
察
庁
が
六
件
（
再
就

職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
防
衛
庁

が
五
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
総
務
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が

公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
五
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
二
件

）
、
文
部
科
学
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
、
厚
生
労
働
省
が
二
件
（
す
べ

て
の
再
就
職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、

経
済
産
業
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
及
び
国
土
交
通
省
が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、

営
利
法
人
が
一
件
）
で
あ
り
、
同
年
十
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
三
件
（

再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
防
衛
庁
が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、

営
利
法
人
が
二
件
）
、
総
務
省
が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
法
務
省
が
六
件
（
す
べ

八



て
の
再
就
職
先
が
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
財
務
省
が
五
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一

件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
）
、
農
林
水
産
省
が
六
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等

が
二
件
）
、
経
済
産
業
省
が
七
件
（
公
益
法
人
が
六
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再

就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
総
務

省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
就
職
先

は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
及
び
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
に
お
い
て
は
、

会
計
検
査
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
防
衛
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
法
務
省
が
十
三
件
（
再

就
職
先
は
公
益
法
人
が
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は

営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
厚
生
労
働
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立

行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
平
成
十
九
年

一
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政

法
人
等
）
、
法
務
省
が
七
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人

等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
及
び
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
二
月
に
お
い
て

九



は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
法
務
省
が
二
十
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人

）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
及
び
防
衛
省

が
四
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
三
月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
八
件
（
再
就
職
先
は
公

益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
内
閣
官
房
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人

）
、
警
察
庁
が
四
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
及
び
法
務
省
が
三
十
七
件
（
再

就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
十
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
）
で
あ
り
、
同
年
四
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
二
件

（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
内
閣
府
が
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等

が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件
）
、
宮
内
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
警
察
庁
が
九
件
（
再
就
職
先

は
公
益
法
人
が
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
総
務
省
が
二
十
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行

政
法
人
等
が
五
件
、
公
益
法
人
が
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
法
務
省
が
六
件
（
す

べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
十
一
件
（
再
就
職
先
は

独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
七
件
）
、
経
済
産
業
省
が
八
件
（
再
就
職
先
は

独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
六
件
）
、
国
土
交
通
省
が
五
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
及
び
防
衛

一
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省
が
十
八
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
五
月
に
お
い
て
は
、
金
融
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公

益
法
人
）
、
外
務
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、

経
済
産
業
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
及
び
国
土
交
通
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人

）
で
あ
り
、
同
年
六
月
に
お
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
が
五
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法

人
が
二
件
）
、
金
融
庁
が
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
）
、
総
務
省
が

二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
法
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
外
務
省
が
二
件

（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
財
務
省
が
八
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（

再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
十
九
件

（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
三
件
、
公
益
法
人
が
十
五
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
二
件
（
す
べ

て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
七
月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等

が
二
件
、
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
内
閣
府
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
金
融
庁
が

二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
、
総
務
省
が
十
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等

が
一
件
、
公
益
法
人
が
九
件
）
、
財
務
省
が
十
七
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
四
件
（
再
就

一
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職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
）
、
農
林
水
産
省
が
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人

）
、
経
済
産
業
省
が
三
十
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
七
件
、
公
益
法
人
が
十
六
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が

七
件
）
、
国
土
交
通
省
が
七
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
営
利
法
人
が
五
件
）
及
び
防
衛
省
が
三
件
（
す
べ
て
の

再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
お
い
て
は
、
総
務
省
が
六
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
五
件
、
そ
の
他

非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
財
務
省
が
三
十
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
四
件
（
す
べ
て

の
再
就
職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
及
び
国
土
交
通
省
が
二

件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
で
あ
り
、
同
年
九
月
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
が
六
件
（

再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
、
総
務
省
が
二
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益

法
人
が
一
件
）
、
法
務
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人

等
）
、
財
務
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
厚
生
労
働
省
が
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が

二
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
、
農
林
水
産
省
が
五
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就

職
先
は
公
益
法
人
）
、
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
十
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が

営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
四
件
（
再
就
職

一
二



先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
総
務
省
が
五
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行

政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
法
務
省
が
八
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の

他
非
営
利
法
人
等
が
六
件
）
、
外
務
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営

利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人

等
）
、
農
林
水
産
省
が
六
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人

等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
二
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
に

お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
経
済
産
業

省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
十
二

月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
法
務
省
が
十
六
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人

が
十
五
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
及
び
防
衛
省
が
六
件
（

す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
一
月
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人

）
、
法
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
及
び
文
部
科
学
省
が
二
件

（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
で
あ
り
、
同
年
二
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件

一
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（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
法
務
省
が
四
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公

益
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
経
済
産
業
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人

）
、
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
三

月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
五
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法

人
等
が
二
件
）
、
法
務
省
が
十
四
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人

）
で
あ
り
、
同
年
四
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
四
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件

）
、
内
閣
府
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
宮
内
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
十

三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
三
件
、
営
利
法
人
が
五
件
）
、
総
務
省
が
七
件
（
す
べ

て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
法
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政

法
人
等
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
十
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
四

件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
八
件
）
、
農
林
水
産
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人

）
、
経
済
産
業
省
が
九
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
五
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一

件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
国
土
交
通
省
が
十
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
九
件
（
す
べ
て
の
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再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
五
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
内
閣
府
が
一

件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
就
職

先
は
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
及
び
国
土
交
通
省
が
四
件
（
す
べ
て
の
再

就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
六
月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
宮
内
庁
が

一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
公
正
取
引
委
員
会
が
五
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非

営
利
法
人
等
が
一
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
金
融
庁
が
五
件
（
再
就
職
先

は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
外
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営

利
法
人
）
、
財
務
省
が
九
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
農
林
水
産
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利

法
人
）
、
経
済
産
業
省
が
十
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
六
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
及
び

国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
七
月
に
お
い
て
は
、
会
計
検
査
院
が
二
件
（
再
就
職
先
は

公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
内
閣
府
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
公
益
法
人
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再

就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
金
融
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
総
務
省
が
十
五
件
（
再
就
職
先
は
独

立
行
政
法
人
等
が
二
件
、
公
益
法
人
が
十
三
件
）
、
財
務
省
が
十
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
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省
が
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
）
、
厚
生
労
働

省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
経
済
産
業

省
が
二
十
五
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
四
件
、
公
益
法
人
が
十
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利

法
人
が
三
件
）
及
び
防
衛
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
八
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が

一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
総
務
省
が
五
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、

営
利
法
人
が
一
件
）
、
財
務
省
が
三
十
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就

職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
、
厚
生
労
働
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
、
経
済
産
業
省
が
三
件

（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
四
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利

法
人
）
で
あ
り
、
同
年
九
月
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
が
七
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が

一
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
、
総
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
財
務
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営

利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
そ
の
他

非
営
利
法
人
等
）
、
農
林
水
産
省
が
三
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
、
国
土
交
通
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
就

職
先
が
営
利
法
人
）
及
び
防
衛
省
が
十
八
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
月
に
お
い
て
は
、
内
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閣
府
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は

営
利
法
人
）
、
文
部
科
学
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人

）
及
び
農
林
水
産
省
が
四
件
（
す
べ
て
の
再
就
職
先
が
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
省
が

一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
に
お
い
て
は
、
財
務
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
及
び

防
衛
省
が
一
件
（
再
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
年
末
ま
で
の
間
に
、
各
府
省
が
元
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
二
回
目
以
降
の
再
就
職
の

あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
認
さ
れ
た
も
の
の
月
別
の
件
数
及
び
内
容
は
、
平
成
十
八
年
三
月
に
お
い
て
は
、
防
衛

庁
が
一
件
（
再
々
就
職
先
（
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
二
回
目
以
降
の
再
就
職
先
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
そ
の
他
非
営

利
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
九
月
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
月

に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
に
お
い
て
は
、
総
務
省
が
一
件

（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
平
成
十
九
年
四
月
に
お

い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法
人
）
、
警
察
庁
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
財
務
省
が
一

件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
文
部
科
学
省
が
二
件
（
す
べ
て
の
再
々
就
職
先
が
独
立
行
政
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
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年
六
月
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
七
月
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通

省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
九
月
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先

は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
及
び
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
十
月
に
お
い

て
は
、
総
務
省
が
四
件
（
再
々
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
（
た
だ
し
、
本
件
再
々
就
職
は
主
務
大
臣
の
任
命
に
よ
る
。
）

が
一
件
、
公
益
法
人
が
三
件
）
、
経
済
産
業
省
が
二
件
（
再
々
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
（
た
だ
し
、
本
件
再
々
就
職
は

主
務
大
臣
の
任
命
に
よ
る
。
）
が
一
件
、
公
益
法
人
が
一
件
）
及
び
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で

あ
り
、
同
年
十
一
月
に
お
い
て
は
、
内
閣
府
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
）
及
び
経
済
産
業
省
が
二
件
（
す

べ
て
の
再
々
就
職
先
が
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
平
成
二
十
年
一
月
に
お
い
て
は
、
財
務
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法

人
）
で
あ
り
、
同
年
二
月
に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
）
で
あ
り
、
同
年
四
月

に
お
い
て
は
、
人
事
院
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
及
び
総
務
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
営
利
法
人
）
で
あ

り
、
同
年
五
月
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
六
月
に
お
い
て
は
、
人

事
院
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
九
月
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公

益
法
人
）
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
省
が
一
件
（
再
々
就
職
先
は
公
益
法
人
）
で
あ
る
。
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